
 

【別　紙】

⼀般社団法⼈新潟県ハイヤー・タクシー協会と「災害時
等におけるタクシーによる⼈員等の輸送に関する協定」

ページ番号︓0440244 更新⽇︓2021年11⽉5⽇更新

 新潟県は、⼀般社団法⼈新潟県ハイヤー・タクシー協会と「災害時等におけるタクシーによる⼈員等の輸送に関
する協定」を締結しました。 

1 協定の概要

 災害時における⾞椅⼦利⽤者等避難⾏動要⽀援者の広域的な避難について、県の要請により、同協会（会員事業
者）が福祉タクシーによる輸送を担うことにより避難対応の充実を図るもの。 

2 協定締結式

(1) ⽇ 時︓令和3年11⽉5⽇（⾦曜⽇） 13時00分〜13時20分

(2) 場 所︓新潟県庁3階 東回廊第⼀応接室

(3) 出席者︓花⾓ 英世 新潟県知事、⼀般社団法⼈新潟県ハイヤー・タクシー協会 佐藤 友紀 会⻑

協定書 [PDFファイル／82KB]

このページに関するお問い合わせ
防災局 防災企画課
防災事業係
〒950-8570 新潟県新潟市中央区新光町4番地1 新潟県庁⾏政庁舎 

Tel︓025-282-1606 メールでのお問い合わせはこちら









 

 

 

 

 

 資 料 ３ 

感染症（新型インフルエンザ等）の流行下における原子力災害発生時の対応（案） 

１．概要

今般の新型コロナウイルスのような感染症（以下、「感染症等」という。）の流行下において、万

が一、原子力災害が発生した場合、住民等の被ばくによるリスクとウイルスの感染拡大によるリス

クの双方から、国民の生命・健康を守ることを最優先とすることが求められる。

これらの課題に対して、内閣府では、令和２年６月に「新型コロナウイルス感染拡大を踏まえた

感染症等の流行下での原子力災害時における防護措置の基本的な考え方」、令和２年 11 月に「新型

コロナウイルス感染拡大を踏まえた感染症等の流行下での原子力災害時における防護措置の実施

ガイドライン」を示し、関係自治体に通知しているところである。 

また、柏崎刈羽地域においても、第９回作業部会（令和２年７月 21 日）において、女川地域に

おける取り組み等も参考としながら、具体的な対応の検討を行ってきた。 

２．感染症等（※１）の流行下での PAZ 内の防護措置

 感染症等の流行下において原子力災害が発生した場合、感染者や感染の疑いのある者も含

め、感染拡大・予防対策を十分考慮した上で、避難や屋内退避等の各種防護措置を行う。 

 具体的には、PAZ 内の住民が避難を行う場合には、その過程（避難車両等）又は避難先（避難

所等）などにおける感染拡大を防ぐため、感染者とそれ以外の者との分離、人と人との距離

の確保、マスクの着用、手洗いなどの手指衛生等の感染対策を実施する。 

 原子力災害の発生状況、感染拡大の状況及び避難車両や避難所等の確保状況など、その時々

の状況に応じて、車両や避難所を分ける、又は同じ車両や避難所内で距離や離隔を保つな

ど、柔軟に対応する。

＜感染症等の流行下での原子力災害が発生した場合（PAZ）＞ 

※１ 新型インフルエンザ等対策特別措置法第二条第一項に定める新型インフルエンザ等を指す。

※２ 軽症者等とは、入院治療が必要ない無症状病原体保有者及び軽症患者のこと。また、既に UPZ 外のホテル等において、療養等している場合あり。



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 
 
 

※３ 濃厚接触者、発熱者等の感染の疑いのある者、又はそれ以外の者は、可能な限りそれぞれ別々に避難（車両、避難所等）する。 

※４ 避難先施設で密集が発生するおそれのある場合は、県旅館・ホテル組合に「それ以外の者」の受入れについて協力を依頼する。 

３．感染症等（※１）の流行下での UPZ 内の防護措置

 感染症等の流行下において原子力災害が発生した場合、感染者や感染の疑いのある者も含

め、感染拡大・予防対策を十分考慮した上で、避難や屋内退避等の各種防護措置を行う。 

 具体的には、UPZ 内の住民が一時移転等を行う場合には、その過程（避難車両等）又は避

難先（避難所等）などにおける感染拡大を防ぐため、感染者とそれ以外の者との分離、人

と人との距離の確保、マスクの着用、手洗いなどの手指衛生等の感染対策を実施する。 

 自宅等で屋内退避を行う場合には、放射性物質による被ばくを避けることを優先して屋内

退避を実施し、換気については、屋内退避の指示が出されている間は原則行わないことと

する。また、自然災害により指定避難所等で屋内退避する場合は、密集を避け、極力分散

して退避することとし、これが困難な場合には、市町が開設する近隣の別の指定避難所等

や、あらかじめ定められている UPZ 外の避難先へ避難する。 

 原子力災害の発生状況、感染拡大の状況及び避難車両や避難所等の確保状況など、その

時々の状況に応じて、車両や避難所を分ける、又は同じ車両や避難所内で距離や離隔を保

つなど、柔軟に対応する。 

＜感染症等の流行下での原子力災害が発生した場合（UPZ）＞ 

※１ 新型インフルエンザ等対策特別措置法第二条第一項に定める新型インフルエンザ等を指す。 

※２ 軽症者等とは、入院治療が必要ない無症状病原体保有者及び軽症患者のこと。また、既に UPZ 外のホテル等において、療養等している場合あり。

※３ 濃厚接触者、発熱者等の感染の疑いのある者、又はそれ以外の者は、可能な限りそれぞれ別々に避難（車両、避難所等）する。 

※４ 避難先施設で密集が発生するおそれのある場合は、県旅館・ホテル組合に「それ以外の者」の受入れについて協力を依頼する。 

― 以上 ― 



 

 

 資 料 ４ 

柏崎刈⽻地域における原⼦⼒災害と雪害の複合災害時の基本的な考え⽅について（案） 

１．除雪にかかる対応
 豪雪時における除雪体制 

 道路管理者、警察等から構成される情報連絡本部を設置し、豪雪時における除雪計画、広報計画の
調整等を実施するために情報を⼀元化する。また、集中的な⼤雪時に備えて、地域や道路ﾈｯﾄﾜｰｸ毎に
関係者と調整の上、ﾀｲﾑﾗｲﾝを策定する（原⼦⼒災害時に限らず実施）。 

 必要に応じ、地域内外からの除雪、排雪の応援要請を⾏うことを検討する。 

 実動組織の⽀援 

 除雪能⼒が不⾜する場合や、⺠間事業者による除雪作業が困難となった場合は、実動組織に対して
除雪⽀援の要請を⾏う。 

 優先的に除雪すべき道路の特定等 

 幹線道路から⼀時集合場所や社会福祉施設までの経路等、除雪を優先すべき道路の特定。 

 除雪体制等の時系列的な整理 

 緊急事態における除雪体制等について時系列的に整理する。

２．防護措置にかかる対応
 屋内退避の継続 

暴⾵雪や⼤雪時など、気象庁から特別警報等が発表された場合には、外出を控える等の安全確保を
優先し、天候が回復するなど安全が確保されるまでは屋内退避を優先する。 

天候が回復した場合であっても、避難経路の除雪等により、安全に避難できる環境となるまでは屋内退
避を継続する。 

屋内退避中に雪下ろしが必要な場合については、放射性物質の放出のタイミングも踏まえながら、作業
可能時間の指⽰など災害対策本部で検討を⾏う。 

 代替経路の活⽤、避難場所の変更 

各市町村が設定している代替経路が活⽤できる場合は、代替経路の活⽤を検討。また、あらかじめ定
めた避難⽅向への避難が不可能な場合は、避難⽅向の変更を含め検討。避難所が不⾜する場合は、
ホテルや県外の避難所活⽤も検討する。 

 避難⽅法や実動組織の⽀援 

避難道路の除雪等により安全に避難できる環境となった時点で避難を開始。なお、⽣活道路などの除
雪が完了せず⾃家⽤⾞避難が困難な場合、無理な⾃家⽤⾞避難は⾏わず、バス等により避難を⾏う。 

要⽀援者等についても同様に、進捗・除雪が完了し安全に避難ができる環境が整った段階で放射線防
護施設への移動や避難を⾏う。なお、⽀援者の介助等によっても避難が困難な場合は、実動組織（消
防、警察、⾃衛隊）の⽀援により避難を⾏う。 

 UPZ における安定ヨウ素剤の事前配布 

 UPZ においても安定ヨウ素剤の事前配布に取り組むことで、豪雪時の住⺠避難の円滑化を図る。 

 避難⽅法に関する広報活動 

 無理な⾃家⽤⾞避難による⾞両の⽴ち往⽣などにより除雪活動が妨げられることがないよう、豪雪時の
対応について必要な広報を実施。
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